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当社株式の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）の継続に関するお知らせ 

 

当社は、2008年 6月 25日開催の当社定時株主総会において、当社株式の大量買付行為に

関する対応策を導入し、その後、2011年、2014年及び 2017年にそれぞれ開催の当社定時株

主総会において株主の皆様のご賛同を得て、当社株式の大量買付行為に関する対応策を継

続しました（2017年 6月 23日開催の当社定時株主総会において株主の皆様のご賛同を得て

継続した対応策を、以下「旧プラン」といいます。）。旧プランは、本年 6月 30日開催の当

社定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）の終結の時をもって有効期間が満

了することから、当社は、社会・経済情勢の変化、買収防衛策をめぐる種々の議論等を踏ま

え、買収防衛策を継続するか否かについて検討を続けてまいりました。 

その結果、本日開催の当社取締役会において、当社定款第 35条に基づき、本定時株主総

会において株主の皆様のご賛同を得て承認可決されることを条件として、旧プランの一部

を変更した上で、下記Ⅲ.記載の当社株式の大量買付行為に関する対応策（以下「本プラン」

といいます。）を導入することを決議しましたので、以下のとおりお知らせします。 

 

 本プランにおける旧プランからの主な変更点は、次のとおりです。 

 

・ 旧プラン導入後における買収防衛策に関する動向等を踏まえ、独立委員会の委員は、独

立社外取締役から選任することとしました。本プラン導入時の独立委員会委員の候補者

は、別紙 5に記載のとおりです。 

・ 金銭等の経済的利益の交付を目的とした大量買付者（下記Ⅲ.2.(2)において定義されま

す。）による大量買付行為（下記Ⅲ.2.(2)において定義されます。）が助長されることを

防止するため、本プランにおける対抗措置として新株予約権無償割当てを行う場合、非

適格者（別紙 6第 6項において定義されます。）が有する本新株予約権（下記Ⅲ.2.(7)に

おいて定義されます。）の取得の対価として、金銭等の経済的利益を交付することは想定

していない旨を明確化しました。 

・ 本プランにおける対抗措置の内容について、明確性の観点から、「原則として新株予約権

無償割当て」という表現を改め、新株予約権無償割当てに限定しました。 

・ その他、本プランがより分かりやすいものとなるよう、所定の文言につき表現を修正し

ました。 

 

本日開催の当社取締役会における決議は、東京証券取引所に対し当社の独立役員として

届け出ている社外取締役 5名を含む取締役 12名全員一致によりなされています。 

また、当社は、社外取締役を過半数とする取締役会の構成に移行すべく、本定時株主総会

において社外取締役 5 名を含む取締役 9 名の取締役選任議案を付議することを予定してお

り、いずれの社外取締役候補者についても、本定時株主総会で選任されることを条件に東京

証券取引所に独立役員として届け出る予定です。 
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なお、2020 年 3 月 31 日現在における当社の大株主の状況は、別紙 1 に記載のとおりで

す。また、当社取締役会は、現時点において、特定の第三者から本プランの対象となる買付

行為を行う旨の提案を受けていません。 
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Ⅰ. 当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針の内容の概

要 

 

当社は、資本市場に公開された株式会社であるため、当社株式の大量の買付行為がなされ

た場合にそれに応じるべきか否かは、最終的には株主の皆様のご判断に委ねられるべきで

あると考えます。 

しかしながら、株式の大量の買付行為の中には、株主の皆様に対する必要十分な情報開示

や熟慮のための機会が与えられることなく、あるいは当社取締役会が意見表明を行い、代替

案を提示するための情報や時間が提供されずに、突如として強行されるものもあり得ます。

このような株式の大量の買付行為の中には、真摯に合理的な経営を行う意思が認められな

いもの等、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を毀損する買付行為もあり得

ます。 

かかる当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を毀損する当社株式の大量の買

付行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であると

考えます。 

 

 

Ⅱ. 基本方針の実現に資する特別な取り組みの概要 

 

1. 中期経営計画等による企業価値向上への取り組み 

当社グループは、MOTION ＆ CONTROLを通じた社会への価値提供を続けていくために、

2026 年に中長期的な持続的成長を可能にする企業基盤を確立することを目指していきま

す。その達成に向けて 2019 年度から 2021 年度までの 3 ヵ年を第 6 次中期経営計画とし

てスタートさせました。 

第 6 次中期経営計画として掲げる目標は、「次の成長に向けた事業基盤の強化」です。

安全・品質・コンプライアンスそして環境を当社グループのコアバリューとした上で、第

5次中期経営計画で据えた「オペレーショナル・エクセレンス(競争力の不断の追求)」と

｢イノベーションへのチャレンジ(あたらしい価値の創造)」の 2 つの方針を継続し、成長

への新たな仕掛け、経営資源の強化、環境・社会への貢献の 3つの経営課題に取り組んで

いきます。 

3つの経営課題と取り組み内容は以下のとおりです。 

1．成長への新たな仕掛けとして、 

・IoT、電動化、自動化、環境の成長セグメントで NSKコア製品を伸ばします。 

・成長セグメントへの新製品の市場化による成長を目指します。 

・EPSビジネスは製品ラインナップを充実させ再成長を目指します。 

2．経営資源の強化として、 

・教育体系の再構築や働き方改革、健康経営の促進、ダイバーシティ＆インクルー 

  ジョンの推進によってヒトづくりを進化させます。 

・IoTの活用によってモノつくりを進化させます。 

・NSKコア技術の徹底追求やオープンイノベーションの更なる活用によって技術開 

  発を進化させます。 

3．環境・社会への貢献として、 

・事業活動や環境貢献型の製品開発による CO2排出量の削減及び資源の有効活用を 

  目指します。 

・市場、お客様へ安全・安心を与える品質づくりと安全文化づくりを目指します。 

・社会から信頼され、働きがいのある会社づくりを目指します。 

・グループガバナンスを強化しステークホルダーとの対話を深めていきます。 

 

当社グループは、以上の取り組みによってたゆまぬ成長を目指すとともに、将来にわ

たって、企業理念に基づいた企業活動と MOTION & CONTROL の進化を通じ、社会的課題の

解決と社会の持続的発展へ貢献し続けていきます。 
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2. コーポレートガバナンスに関する取り組み 

当社は、社会的責任を果たし、企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保し、持

続的に向上させるため、経営に関する意思決定の透明性と健全性の向上に積極的に取り組

んできました。2004 年に当時の委員会等設置会社に移行する以前から、執行役員制度の

導入、社外取締役の招聘及び任意の報酬委員会・監査委員会の設置をしてきました。現在、

当社は指名委員会等設置会社であり、指名・監査・報酬の 3つの委員会は、それぞれ社内

取締役と過半数を占める社外取締役で構成され、経営に関する意思決定の透明性と健全性

の確保に大きな役割を果たしています。 

なお、当社の社外取締役については全員を独立役員として東京証券取引所に届け出てい

ます。 

当社のコーポレートガバナンス体制及び内部統制体制は次のとおりです。 

 

 
 

Ⅲ. 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配され

ることを防止するための取り組み 

 

1. 本プラン導入の目的及び必要性 

近年のわが国の資本市場の状況を考慮すると、上場会社に対して、突如として、株式の

大量の買付行為が強行される可能性は否定できません。 

しかしながら、当社が株式の大量の買付行為の提案を受けた場合において、株主の皆様

が、当社グループと当社グループの様々なステークホルダーとの相互関係及び当社グルー

プの使命（全てのステークホルダーに対する社会的責任を果たすと同時に、当社グループ

の企業価値を増大させること）、並びに、中長期的な企業価値向上への取り組み、コーポ

レートガバナンスに関する取り組み等を踏まえた当社の企業価値と、買付行為の具体的な

条件・方法等を踏まえた提案の内容とを、それぞれ十分に理解された上で、提案に応じる

か否かのご判断を適切に行うことは、短期間では極めて困難であると考えられます。 

そのため、株主の皆様が株式の大量の買付行為の提案に応じるか否かのご判断を適切に
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行うためには、提案を行った者から一方的に提供される情報のみならず、当社の事業及び

上記の様々な取り組みの内容に精通している当社取締役会の意見等を含む十分な情報が

株主の皆様に対して提供されることが必要であるとともに、株主の皆様が提案を検討する

ために相当な時間が確保されることも不可欠であると考えています。また、当社は、買付

行為の条件・方法について、提案を行った者と交渉するとともに、代替案の提示等を行う

べき場合もあり得ることから、そのための時間も確保される必要があると考えています。 

そして、わが国では現在も公開買付制度によって、濫用的な株式の大量の買付行為を規

制する一定の対応はなされていますが、原則として市場内での買付行為には適用がなく、

また、公開買付制度の適用がある場合でも、公開買付開始前に情報開示や熟慮のための機

会を法的に確保することができず、株主の皆様に対する必要十分な情報開示や熟慮のため

の機会が与えられないおそれがあると考えられます。 

さらに、当社取締役会は、買付行為後の当社の経営方針等を含め買付行為の条件・方法

等が当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益の確保・向上に資するものであるか

否かを検討した結果として、買付行為が、当社株式を買い集め、多数派株主として自己の

利益の追求のみを目的として濫用的な会社運営を行うことを意図したものである等の当

社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を著しく損なうものである場合には、買付

行為に対して対抗措置を講じる必要もあるものと考えます。 

以上の理由から、当社は、株式の大量の買付行為の提案がなされた場合、提案を検討す

るために必要十分な情報と相当な時間を確保し、最終判断を行う当社株主の皆様が、提案

の内容を十分に理解し、適切な判断を行うことができるようにすることにより、当社の企

業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保・向上させるため、本プランを導入します。

このように、本プランは、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を著しく損な

う買付行為を防止するものであり、上記Ⅰに記載の基本方針に照らして不適切な者によっ

て当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取り組みです。 

 

2. 本プランの内容 

(1) 本プランの概要 

本プランは、大量買付者（下記(2)において定義されます。）が大量買付行為（下記(2)

において定義されます。以下同じとします。）を行うに当たり、本プランに定められた所

定の手続（以下「大量買付ルール」といいます。）に従うことを要請するとともに、大量

買付ルールに従わない大量買付行為がなされる場合や、大量買付ルールに従った場合で

あっても一定の場合には、当社取締役会または当社株主総会の決議に基づいて、かかる

大量買付行為に対する対抗措置として、新株予約権無償割当てを行うものです。本プラ

ンに係る手続の流れの概要につきましては、別紙 2をご参照ください。また、本プラン

に関しては、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益の確保・向上の観点から、

本プランの運用における取締役会の判断の恣意性を排除し、本プランの運用の合理性を

確保することを目的として、本プランの運用に関して取締役会が準拠すべき手続等を定

めた「大量買付行為への対応に関するガイドライン」（以下「ガイドライン」といいます。）

を制定しています。ガイドラインの骨子につきましては、別紙 3 をご参照ください。 

 

(2) 本プランの対象となる大量買付行為 

本プランは、特定株主グループ（注 1）の議決権割合（注 2）を 20％以上とすることを

目的とする当社株券等（注 3）の買付行為（市場取引、公開買付けその他具体的な買付方

法の如何を問いません。以下同じとします。）、または結果として特定株主グループの議

決権割合が 20％以上となる当社株券等の買付行為を適用対象とします。但し、あらかじ

め当社取締役会が同意した買付行為は、本プランの適用対象からは除外します。なお、

本プランの適用を受ける買付行為を以下「大量買付行為」といい、大量買付行為を行い

または行おうとする者を以下「大量買付者」といいます。 

 

注 1:特定株主グループとは、 

(i) 当社の株券等（金融商品取引法第 27 条の 23 第 1 項に規定する株券等をいいま
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す。なお、本プランにおいて引用される法令等に改正（法令名の変更や旧法令

等を継承する新法令等の制定を含みます。）があった場合には、本プランにおい

て引用される法令等の各条項及び用語は、当社取締役会が別途定める場合を除

き、当該改正後においてこれらの法令等の各条項及び用語を実質的に継承する

法令等の各条項及び用語に読み替えられるものとします。）の保有者（同法第 27

条の 23第 1項に規定する保有者をいい、同条第 3項に基づき保有者に含まれる

者を含みます。以下同じとします。）及びその共同保有者（同法第 27条の 23第

5 項に規定する共同保有者をいい、同条第 6 項に基づき共同保有者とみなされ

る者を含みます。以下同じとします。）または、 

(ii) 当社の株券等（同法第 27条の 2第 1 項に規定する株券等をいいます。）の買付

け等（同法第 27条の 2第 1項に規定する買付け等をいいます。以下同じとしま

す。）を行う者及びその特別関係者（同法第 27 条の 2 第 7 項に規定する特別関

係者をいいます。以下同じとします。） 

を意味します。以下同じとします。 

 

注 2：議決権割合とは、 

(i) 特定株主グループが、注 1 の(i)記載の場合は、当該保有者の株券等保有割合

（同法第 27 条の 23 第 4 項に規定する株券等保有割合をいいます。この場合に

おいては、当該保有者の共同保有者の保有株券等の数（同項に規定する保有株

券等の数をいいます。）も計算上考慮されるものとします。以下同じとします。）

または、 

(ii) 特定株主グループが、注 1 の(ii)記載の場合は、当該大量買付者及び当該特別

関係者の株券等所有割合（同法第 27条の 2第 8項に規定する株券等所有割合を

いいます。以下同じとします。）の合計 

を意味します。 

なお、各株券等保有割合及び各株券等所有割合の算出に当たっては、総議決権の数（同

法第 27条の 2第 8項に規定するものをいいます。）及び発行済株式の総数（同法第 27条

の 23第 4 項に規定するものをいいます。）は、有価証券報告書、四半期報告書及び自己

株券買付状況報告書のうち直近に提出されたものを参照することができるものとします。 

 

注 3：株券等とは、同法第 27 条の 23 第 1 項に規定する株券等を意味します。以下同じ

とします。 

 

(3) 大量買付ルールの設定 

ア. 意向表明書の事前提出 

大量買付者には、大量買付行為の実行に先立ち、当社代表執行役社長宛に、大量買

付ルールに従う旨の誓約等を日本語で記載した意向表明書をご提出いただきます。 

意向表明書の提出に当たっては、商業登記簿謄本、定款の写しその他の大量買付者

の存在を証明する書類（外国語の場合には、日本語訳を含みます。）を添付していた

だきます。 

 

意向表明書には、具体的には、以下の事項を記載していただきます。 

(ア)大量買付者の概要 

① 氏名または名称及び住所または所在地 

② 代表者の氏名 

③ 会社等の目的及び事業の内容 

④ 大株主または大口出資者（所有株式数または出資割合上位 10名）の概要 

⑤ 国内連絡先 

⑥ 設立準拠法 

(イ)大量買付者が現に保有する当社の株券等の数、及び、意向表明書提出日前 60 日

間における大量買付者の当社の株券等の取引状況 
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(ウ)大量買付者が提案する大量買付行為の概要（大量買付者が大量買付行為により取

得を予定する当社の株券等の種類及び数、並びに大量買付行為の目的の概要（支

配権取得もしくは経営参加、純投資もしくは政策投資、大量買付行為後の当社の

株券等の第三者への譲渡等、または重要提案行為等（注 4）を行うことその他の

目的がある場合には、その旨及び概要。なお、目的が複数ある場合には、その全

てを記載していただきます。）を含みます。） 

(エ)大量買付ルールに従う旨の誓約 

 

注 4：重要提案行為等とは、金融商品取引法第 27条の 26第 1項、金融商品取引法施

行令第 14 条の 8 の 2 第 1 項、及び株券等の大量保有の状況の開示に関する内

閣府令第 16条に規定する重要提案行為等を意味します。 

 

イ. 本必要情報の提供 

上記ア.の意向表明書をご提出いただいた場合には、大量買付者には、以下の手順

に従い、当社代表執行役社長宛に、大量買付行為に対する株主の皆様のご判断及び

当社取締役会の評価、検討等のために必要かつ十分な情報（以下「本必要情報」と

いいます。）を日本語で提供していただきます。 

 

まず、当社取締役会は、意向表明書受領後 10 営業日（注 5）（初日不算入）以内

に、大量買付者から提供していただくべき本必要情報を記載したリスト（以下「本

必要情報リスト」といいます。）を当該大量買付者に対して交付しますので、大量買

付者には、本必要情報リストに従って十分な情報を当社代表執行役社長宛に提供し

ていただきます。 

 

注 5：営業日とは、行政機関の休日に関する法律第 1 条第 1 項各号に掲げる日以外

の日をいいます。以下同じとします。 

 

次いで、当社取締役会は、大量買付者から提供された情報を精査し、必要に応じ

て当社取締役会から独立した第三者（財務アドバイザー、公認会計士、弁護士、そ

の他の専門家を含みます。以下「外部専門家等」といいます。）の助言を受けた上で、

当該情報だけでは本必要情報として不十分であると合理的に判断する場合には、大

量買付者に対して追加的に情報提供を求めることができるものとし、大量買付者か

ら追加的に受領した情報についても同様とします。 

 

なお、大量買付ルールの迅速な運用が確保されるよう、当社取締役会が大量買付

者に対して本必要情報リストを交付した日から 60 日（初日不算入）（以下「情報提

供要請期間」といいます。）を経過しても当社が求める情報が提供されない場合には、

その時点で当社取締役会は、本必要情報の提供に係る大量買付者とのやり取りを打

ち切り、下記ウ.記載の当社取締役会による評価、検討等を開始します。但し、大量

買付者から合理的な理由に基づく延長要請があった場合、または大量買付行為の内

容及び態様等、本必要情報の提供状況等を考慮して合理的に必要であると当社取締

役会が判断した場合には、当社取締役会は、情報提供要請期間を最長 30日間（初日

不算入）延長することができるものとします（なお、当該延長は一度に限るものと

します。）。他方、当社取締役会は、大量買付者から提供された情報が本必要情報と

して十分であり、本必要情報の提供が完了したと合理的に判断する場合には、情報

提供要請期間満了前であっても、本必要情報の提供に係る大量買付者とのやり取り

を打ち切り、下記ウ.記載の当社取締役会による評価、検討等を開始します。また、

当社取締役会は、大量買付者に対して本必要情報の提供を要請する都度、必要に応

じて、大量買付者による情報提供に期限を設定する場合があります。 

 

以下の各項目に関する情報は、原則として、本必要情報リストの一部に含まれる
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ものとしますが、本必要情報リストに含まれる情報の具体的な内容については、当

社取締役会が、必要に応じて外部専門家等の助言を受けた上で、当該大量買付行為

の内容及び態様等に照らして合理的に定めるものとします。また、大量買付者が本

必要情報リストに記載された項目に係る情報の一部について提供することができな

い場合には、当社は、大量買付者に対して、当該情報を提供することができない理

由を具体的に示していただくよう求めます。なお、当社取締役会は、大量買付者が

本必要情報リストに含まれる情報の一部を提供することができないことのみをもっ

て、直ちに対抗措置を発動するものではありませんが、情報不提供の程度及び理由

によっては、大量買付ルールを遵守しない場合（下記(4)イ.参照）に該当すると判

断して、対抗措置を発動することがあります。 

 

① 大量買付者及びそのグループ会社等（共同保有者及び特別関係者を含みます。）

の概要（大量買付者の事業内容、資本構成、当社及び当社グループ会社の事業

と同種の事業についての経験に関する情報を含みます。） 

 

② 大量買付行為の目的及び内容（大量買付行為の買付対価の価額・種類、大量買

付行為の時期、関連する取引の仕組み、大量買付行為の方法の適法性（法令上

必要となる許認可等の取得の見込みを含みます。）、大量買付行為及び関連する

取引の実現可能性等を含みます。） 

 

③ 大量買付行為の買付対価の算定根拠及びその支払いのための資金の裏付け（資

金の提供者（実質的提供者を含みます。）の名称、調達方法、関連する取引の内

容を含みます。） 

 

④ 大量買付者が既に保有する当社の株券等に関する貸借契約、担保契約、売戻し

契約、売買の予約その他の重要な契約または取決め（以下「担保契約等」とい

います。）がある場合には、その種類、相手方、対象となっている株券等の数量

等の当該担保契約等の内容 

 

⑤ 純投資または政策投資を大量買付行為の目的とする場合には、大量買付行為完

了後の株券等の保有方針、売買方針その他の投下資本の回収方針、及び議決権

の行使方針、並びにそれらの理由。長期的な資本提携を目的とする政策投資と

して大量買付行為を行う場合には、その必要性 

 

⑥ 支配権取得または経営参加を大量買付行為の目的とする場合には、大量買付行

為完了後に予定している当社及び当社グループ会社に係る経営者候補（当社及

び当社グループ会社の事業と同種の事業についての経験に関する情報を含みま

す。）、経営方針、事業計画、財務計画、資本政策、配当政策及び資産活用策 

 

⑦ 重要提案行為等を行うことを大量買付行為の目的とする場合、または大量買付

行為完了後に重要提案行為等を行う可能性がある場合には、当該重要提案行為

等の目的、内容、必要性及び時期、並びにいかなる場合において当該重要提案

行為等を行うかに関する情報 

 

⑧ 当社及び当社グループ会社の顧客、国内外の製造・販売会社、地域社会、従業

員等のステークホルダーと当社及び当社グループ会社との関係に関し、大量買

付行為完了後に予定する変更の有無及びその内容 

 

⑨  大量買付行為完了後、当社の株券等をさらに取得する予定がある場合には、そ

の理由及びその内容 
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なお、当社取締役会は、大量買付行為の提案があった事実及び当社取締役会に提

供された情報（本必要情報リストにより提供を求めた情報のうち大量買付者から提

供されなかったものについては、当該情報及び当該不提供の理由を含みます。以下

同じとします。）が、当社株主の皆様のご判断のために必要であると認められる場合

には、適用ある法令及び金融商品取引所規則に従い、適切と判断する時点で、その

全部または一部を公表します。 

 

ウ. 取締役会による評価期間の設定等 

当社取締役会は、本必要情報の提供完了後または情報提供要請期間満了後、必要

に応じて外部専門家等の助言を受けた上で、最長 60日間（対価を現金（円貨）のみ

とする公開買付けによる当社全株式の買付けの場合）または最長 90日間（その他の

大量買付行為の場合）（いずれの場合も初日不算入）を当社取締役会による評価、検

討、交渉、意見形成、代替案立案のための期間（以下「取締役会評価期間」といいま

す。）として設定します。但し、当社取締役会が、当初設定した取締役会評価期間内

に当社取締役会としての意見を取りまとめることができないことについてやむを得

ない事由がある場合には、当社取締役会は、独立委員会に対して、取締役会評価期

間の延長の是非について諮問し、その勧告を最大限尊重した上で、当社取締役全員

（但し、法令上決議に参加できない取締役及びやむを得ない事由（取締役の重度の

病気、交通機関の事故、天災地変等の不可抗力等やむを得ない事情による場合に限

ります。）により当該取締役会決議に参加できない取締役を除きます。以下同じとし

ます。）が出席する取締役会の全会一致の決議により、取締役会評価期間を合理的に

必要な範囲内で、最長 30日間（初日不算入）延長できるものとします（なお、当該

延長は一度に限るものとします。）。当社取締役会は、取締役会評価期間を延長する

ことを決議した場合には、速やかに、延長が必要とされる理由及び延長する期間を

大量買付者に対して通知するとともに、公表します。 

 

取締役会評価期間は、当社取締役会が、大量買付者から提供された情報を精査し、

必要に応じて外部専門家等の助言を受けた上で、大量買付者による本必要情報の提

供が完了した旨決議した日または情報提供要請期間が満了した日の翌日から開始し

ます。当社取締役会は、大量買付者による本必要情報の提供が完了した旨決議した

場合または情報提供要請期間が満了した場合には、速やかにその旨及び取締役会評

価期間が満了する日を公表します。 

 

大量買付行為は、取締役会評価期間満了後にのみ開始されるものとします。 

 

取締役会評価期間中、当社取締役会は、必要に応じて外部専門家等の助言を受け

ながら、大量買付者から提供された情報を十分に評価、検討し、当社の企業価値ひ

いては株主の皆様の共同の利益の確保・向上の観点から、当社取締役会としての意

見を取りまとめ、公表します。また、必要に応じ、大量買付者との間で大量買付行

為に関する条件改善について交渉し、また当社取締役会として当社株主の皆様に対

し代替案を提示することもあります。 

 

(4) 対抗措置の発動 

ア. 大量買付者が大量買付ルールを遵守した場合 

大量買付者が大量買付ルールを遵守した場合、当社取締役会は、仮に当該大量買

付行為に反対であったとしても、反対意見の表明、代替案の提示、株主の皆様への

説明等を行うことはあり得るものの、原則として、当該大量買付行為に対する対抗

措置は発動しません。大量買付行為の提案に応じるか否かは、株主の皆様において、

当該大量買付行為に関して大量買付者から提供された情報及びそれに対する当社取

締役会の意見、代替案等をご考慮の上、ご判断いただくこととなります。 
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但し、大量買付者が大量買付ルールを遵守した場合であっても、当該大量買付行

為が当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を著しく損なうおそれがある

と合理的に認められる場合には、取締役会評価期間満了後に、株主総会を開催し、

大量買付行為に対し、対抗措置を発動すべきか否かを株主の皆様のご判断に委ねる

ことができるものとします。また、当社取締役会は、当該大量買付行為が次のいず

れかの類型に該当し、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を著しく損

なうものであると合理的に認められる場合には、例外的に対抗措置を発動すること

があります。 

 

① 真に会社経営に参加する意思がないにもかかわらず、株価をつり上げて高値で

株式を当社または当社関係者に引き取らせる目的で当社株券等の取得を行って

いる場合（いわゆるグリーンメイラーの場合） 

 

② 当社の会社経営を一時的に支配して当社または当社グループ会社の事業経営上

必要な知的財産権、ノウハウ、企業秘密情報、主要取引先または顧客等の当社

または当社グループ会社の資産を当該大量買付者またはそのグループ会社等に

移転させる目的で当社株券等の取得を行っている場合 

 

③ 当社の会社経営を支配した後に、当社または当社グループ会社の資産を当該大

量買付者またはそのグループ会社等の債務の担保や弁済原資として不当に流用

する目的で、当社株券等の取得を行っている場合 

 

④ 当社の会社経営への参加の目的が、主として、当社の会社経営を一時的に支配

して、当社または当社グループ会社の事業に当面関係していない不動産、有価

証券等の高額資産等を売却等処分させ、その処分利益をもって一時的な高配当

をさせるかあるいは一時的高配当による株価の急上昇の機会を狙って当社株券

等の高価売り抜けをすることにある場合 

 

⑤ 大量買付者の提案する買収の方法が、強圧的二段階買付け（第一段階の買付け

で当社株式の全てを買い付けられない場合の二段階目の買付けの条件を不利に

設定しもしくは明確にせず、または上場廃止等による将来の当社株券等の流通

性に関する懸念を惹起せしめるような株券等の買付けを行い、株主の皆様に対

して買付けに応じることを事実上強要するもの）に代表される、構造上株主の

皆様のご判断の機会または自由を制約し、事実上、株主の皆様に当社株券等の

売却を強要するおそれがある場合 

 

イ. 大量買付者が大量買付ルールを遵守しない場合 

大量買付者が大量買付ルールを遵守しない場合には、具体的な買付方法の如何に

かかわらず、当社取締役会は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向

上させることを目的として、対抗措置を発動する場合があります。 

 

但し、当社取締役会が、大量買付者による大量買付行為の内容、大量買付者から

提供された情報の内容、時間的猶予等の諸般の事情を考慮の上、株主の皆様のご意

思を確認することが実務上可能であり、かつ、法令及び当社取締役の善管注意義務

等に照らして、当社取締役会が株主の皆様のご意思を確認するために株主総会を開

催し、対抗措置を発動することの是非について株主の皆様にご判断いただくことが

適切であると合理的に判断した場合には、取締役会評価期間満了後に、株主総会を

開催し、大量買付行為に対し、対抗措置を発動することの是非について株主の皆様

のご判断に委ねるものとします。 
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(5) 株主意思の確認手続 

当社取締役会は、上記(4)に記載のとおり、株主総会を開催し、対抗措置を発動するこ

との是非について株主の皆様にご判断いただく場合には、取締役会評価期間満了後に、

法令及び当社定款の定めに従って、速やかに株主総会を開催し、大量買付行為に対し、

対抗措置を発動することの是非について株主の皆様のご判断に委ねるものとします。当

社取締役会は、取締役会評価期間満了後 60日以内に株主総会を開催し、大量買付行為へ

の対抗措置の発動に関する議案を株主総会に上程するものとしますが、事務手続上の理

由から 60 日以内に開催できない場合は、事務手続上可能な最も早い日において開催す

るものとします。但し、当社取締役会は、当該株主総会において株主の皆様にご判断い

ただくための情報に関し、重要な変更が発生した場合には、当該株主総会のための基準

日を設定した後であっても、当該基準日の変更、及び当該株主総会の開催の延期もしく

は中止をすることができるものとします。 

 

株主総会を開催する場合には、大量買付者は、当該株主総会の終結の時まで、大量買

付行為を開始してはならないものとします。なお、大量買付者が株主総会の終結の時ま

でに大量買付行為を開始したときは、当社取締役会は、株主総会の開催を中止し、当社

取締役会の決議のみにより対抗措置を発動することができるものとします。 

 

上記にかかわらず、当社取締役会は、株主の皆様が大量買付行為に応じるか否かの判

断を株主の皆様の個々のご判断に委ねるのが相当であり、対抗措置を発動することが適

切ではないと合理的に判断する場合には、株主総会を開催しないことができるものとし

ます。この場合、当社取締役会は、当該大量買付行為に対し対抗措置を発動しません。 

 

(6) 独立委員会の設置及び諮問等の手続 

ア. 独立委員会の設置 

取締役会評価期間を延長するか否か、対抗措置を発動するか否か、及び発動した

対抗措置を維持するか否かについては、当社取締役会が最終的な判断を行います（但

し、対抗措置の発動の是非について株主総会を招集する場合には、当該株主総会の

決議に従います。）が、その判断の合理性及び公正性を担保するために、当社は、独

立委員会規則（その概要は別紙 4に記載のとおりです。）に従い、当社取締役会から

独立した組織として、独立委員会を設置することとします。独立委員会の委員は、3

名以上とし、独立社外取締役の中から当社取締役会が選任するものとします。なお、

本プラン導入時の独立委員会委員の各候補者の氏名及び略歴は、別紙 5 をご参照く

ださい。 

 

イ. 対抗措置の発動手続 

当社取締役会が対抗措置の発動を判断するに当たっては、その判断の合理性及び

公正性を担保するために、以下の手続を経ることとします（但し、対抗措置の発動

の是非について株主総会を招集する場合は、この限りではありません。）。 

 

まず、当社取締役会は、対抗措置の発動に先立ち、独立委員会に対して対抗措置

の発動の是非について諮問し、独立委員会は、この諮問に基づき、必要に応じて外

部専門家等の助言を得た上で、当社取締役会に対して対抗措置の発動の是非につい

て勧告を行います。当社取締役会は、対抗措置を発動するか否かの判断に際して、

独立委員会による勧告を最大限尊重するものとします。 

 

また、対抗措置の発動に係る当社取締役会の決議は、当社取締役全員が出席する

取締役会において、全会一致により行うものとします。 

 

なお、当社取締役会は、独立委員会に対する上記諮問のほか、大量買付者の提供

する本必要情報に基づき、必要に応じて外部専門家等の助言を得ながら、当該大量
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買付者及び当該大量買付行為の具体的内容、当該大量買付行為が当社の企業価値ひ

いては株主の皆様の共同の利益に与える影響、並びに、対抗措置の相当性等を評価、

検討等した上で、対抗措置の発動の是非を判断するものとします。 

 

ウ. 独立委員会に対する任意の諮問 

当社取締役会は、大量買付者から提供された情報が本必要情報として必要かつ十

分であるかについて疑義がある場合その他当社取締役会が必要と認める場合には、

取締役会評価期間の延長の是非、対抗措置の発動の是非及び発動した対抗措置の維

持の是非以外についても、任意に独立委員会に対して諮問することができるものと

し、独立委員会は、必要に応じて外部専門家等の助言を得ながら、当該諮問に係る

事項につき検討し、当社取締役会に対して勧告を行います。当社取締役会は、当該

独立委員会の勧告についても最大限尊重するものとします。 

 

(7) 対抗措置の内容 

当社は、本プランにおける対抗措置として、新株予約権無償割当てを行います。かか

る新株予約権無償割当てに係る新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）の概要

は、別紙 6に記載のとおりとします。 

 

(8) 対抗措置の発動の中止または撤回について 

当社取締役会または当社株主総会において対抗措置の発動が決議された後、① 大量買

付者が大量買付行為を中止もしくは撤回した場合、または、② 対抗措置を発動するか否

かの判断の前提となった事実関係等に変動が生じ、かつ、当社の企業価値ひいては株主

の皆様の共同の利益の確保・向上の観点から、発動した対抗措置を維持することが客観

的に相当でないと考えられる状況に至った場合には、当社取締役会は、当該対抗措置の

維持の是非について、上記①または②の場合に該当するに至った具体的事情を提示した

上で、改めて独立委員会に諮問するものとします。独立委員会は、当該諮問に基づき、

必要に応じて外部専門家等の助言を得ながら、当該対抗措置の維持の是非について検討

し、当社取締役会に対して勧告を行います。当社取締役会は、対抗措置を維持するか否

かの判断に際し、独立委員会の勧告を最大限尊重するものとします。 

 

当社取締役会は、発動した対抗措置を中止または撤回することを決定した場合には、

速やかにその旨を開示します。 

 

但し、本新株予約権の無償割当ての割当期日（別紙 6 第 1 項において定義されます。

以下同じとします。）に係る権利落ち日（以下「本権利落ち日」といいます。）の前々営

業日までにおいては本新株予約権の無償割当てを中止または撤回する場合がありますが、

本新株予約権の無償割当てが実施され、当社の株式 1 株当たりの経済的価値の希釈化が

生じることを信頼して、本権利落ち日よりも前に当社の株式の売買を行われた投資家の

皆様が株価の変動により損害を被らないよう、本権利落ち日の前営業日以降においては、

本新株予約権の無償割当ては中止または撤回されないものとします。 

 

3. 株主・投資家の皆様に与える影響等 

(1) 本プランの導入時に株主・投資家の皆様に与える影響 

本プランの導入時点においては、本新株予約権の無償割当て自体は行われませんので、

株主の皆様及び投資家の皆様の権利・利益に直接具体的な影響が生じることはありませ

ん。 

 

(2) 本新株予約権の無償割当て時に株主・投資家の皆様に与える影響 

当社取締役会または当社株主総会が対抗措置の発動として、本新株予約権の無償割当

てに係る決議を行った場合には、当社取締役会または当社株主総会が別途定める割当期

日における最終の株主名簿に記載または記録された株主の皆様に対し、その保有する当
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社普通株式 1 株につき 1 個の割合で本新株予約権が新株予約権無償割当ての方法により

割り当てられます。株主の皆様が保有する当社の株式 1 株当たりの経済的価値の希釈化

は生じるものの、保有する当社の株式全体の経済的価値の希釈化は生じず、また当社の

株式 1 株当たりの議決権の希釈化は生じないことから、株主の皆様の有する当社の株式

全体に係る法的権利及び経済的利益に対して直接具体的な影響を与えることは想定して

いません。 

 

なお、当社は、上記 2.(8)に記載のとおり、当社取締役会または当社株主総会が本新

株予約権の無償割当てに係る決議をした場合であっても、大量買付者が大量買付行為を

撤回した等の理由により、本権利落ち日の前々営業日までにおいては、本新株予約権の

無償割当てを中止または撤回することがありますが、本権利落ち日の前営業日以降は、

本新株予約権の無償割当てが中止または撤回されることはありません。 

 

(3) 本新株予約権の無償割当ての実施後における本新株予約権の行使または取得に際し

て株主・投資家の皆様に与える影響 

本新株予約権の行使または取得に関しては、差別的条件が付されることが予定されて

いるため、当該行使または取得に際して、大量買付者の法的権利等に希釈化が生じるこ

とが想定されますが、この場合であっても、大量買付者以外の株主の皆様及び投資家の

皆様の有する当社株式に係る法的権利及び経済的利益に対して直接具体的な影響を与え

ることは想定していません。 

 

もっとも、株主の皆様が権利行使期間内に、所定の行使価額相当の金額の払込みその

他本新株予約権の行使に係る手続を経なければ、他の株主の皆様による本新株予約権の

行使により、法的権利等に希釈化が生じることになります（但し、当社が本新株予約権

を当社普通株式と引換えに取得することができると定めた場合において、当社が取得の

手続を取り、本新株予約権の取得の対価として株主の皆様に当社普通株式を交付する場

合を除きます。）。 

 

4. 対抗措置の発動に伴って株主の皆様に必要となる手続 

(1) 本新株予約権の無償割当ての効力発生日における手続 

本新株予約権は、新株予約権無償割当ての方法により割り当てられますので、割当期

日における最終の株主名簿に記載または記録された株主の皆様には、本新株予約権の無

償割当ての効力発生日において、当然に本新株予約権が付与されるため、申込みの手続

を取っていただく必要はありません。 

 

(2) 本新株予約権の行使の手続 

当社は、割当期日における当社の最終の株主名簿に記載または記録された株主の皆様

に対し、本新株予約権の行使請求書（株主の皆様が非適格者（別紙 6 第 6 項において定

義されます。以下同じとします。）でないこと等について確認する旨の文言を記載した当

社所定の書式によるものとします。）その他本新株予約権の権利行使に必要な書類を送付

します。本新株予約権の無償割当て後、株主の皆様は、権利行使期間内に、これらの必

要書類を提出した上、所定の行使価額相当の金額を払込取扱場所に払い込むことにより、

1 個の本新株予約権につき、当社取締役会または当社株主総会が別途定める数の当社普

通株式の発行を受けることになります。 

 

(3) 取得条項付本新株予約権について取得手続が取られた場合 

取得条項を付した本新株予約権の無償割当てを実施した場合には、当社が所定の手続

を取れば、取得の対象とされた本新株予約権を保有する株主の皆様は、行使価額相当の

金額を払い込むことなく、当社による本新株予約権の取得の対価として、当社普通株式

の交付を受けることになります（なお、この場合、株主の皆様には、別途、非適格者で

ないこと等について確認する旨の文言を記載した当社所定の書式による書面をご提出い
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ただくことがあります。）。 

 

(4) その他 

上記のほか、割当方法、行使の方法及び当社による取得の方法の詳細につきましては、

本新株予約権の無償割当てに関する当社取締役会または当社株主総会の決議が行われた

後、当社取締役会から株主の皆様に対して公表または通知しますので、当該内容をご確

認ください。 

 

5. 本プランの適用開始と有効期間 

本プランの有効期間は、本定時株主総会終了後 3 年以内に終了する事業年度のうち最

終のものに関する定時株主総会の終結の時まで（2023 年 6 月に開催予定の定時株主総会

の終結の時まで）とし、以降、本プランの継続（一部修正した上での継続を含みます。）

については、3年ごとに定時株主総会の承認を得ることとします。 

 

なお、かかる有効期間の満了前であっても、①当社株主総会において本プランを廃止も

しくは変更する旨の議案が承認された場合、または、②当社取締役会において本プランを

廃止する旨の決議が行われた場合には、本プランはその時点で廃止または変更されるもの

とします。 

 

また、法令の新設または改廃により、本プランの内容、本プランに定める条項または用

語の意義等に修正を加える必要が生じた場合には、当該新設または改廃の趣旨を考慮の

上、当社株主の皆様に不利益を与えない場合に限り、当社取締役会の決議により適切な内

容に修正することができるものとします。 

 

当社取締役会は、本プランが廃止または変更された場合には、当該廃止または変更の事

実その他の事項について、適用ある法令及び金融商品取引所規則に従い、適切な時期及び

方法により公表します。 

 

6. 本プランの合理性 

(1) 買収防衛策に関する指針の要件等を完全に充足していること 

本プランは、経済産業省及び法務省が 2005年 5月 27日に発表した「企業価値・株主

共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」に定められた三原則（①

株主共同の利益の確保・向上の原則、②事前開示・株主意思の原則、③必要性・相当性

確保の原則）を完全に充足しています。また、本プランは、企業価値研究会が 2008年 6

月 30日に公表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」及び東京証券

取引所が 2015年 6月 1日に適用を開始した「コーポレートガバナンス・コード」（2018

年 6 月 1 日改訂）の「原則 1－5.いわゆる買収防衛策」の内容その他近時の買収防衛策

に関する議論等を踏まえた内容となっています。さらに、本プランは、東京証券取引所

の定める買収防衛策の導入に係る諸規則等の趣旨に合致するものです。 

 

(2) 本プランが企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益の確保・向上を目的として導

入されていること 

本プランは、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保・向上させるこ

とを目的として導入するものであり、株主の皆様が必要十分な情報及び一定の検討期間

に基づいて、大量買付行為の提案に応じるか否か、あるいは対抗措置の発動に賛成する

か否かをご判断できる仕組みとなっています。 

 

(3) 株主意思を重視するものであること 

当社は、本定時株主総会において本プランの導入に関する議案を諮り、かかる議案が

承認されることを条件として、本プランを導入することを決議しています。 

 



 

15 

 

また、当社取締役会が大量買付行為に対して、対抗措置を発動することの是非につい

て株主の皆様にご判断いただくことが適切であると判断した場合には、株主総会を開催

し、その是非を株主の皆様にご判断いただくこととしており、株主の皆様の意思が十分

に反映できる内容となっています。 

 

さらに、当社株主総会または当社取締役会において本プランを廃止する旨の決議が行

われた場合には、当該時点で本プランは廃止されることから、この点でも株主の皆様の

意思が反映されます。 

 

(4) 対抗措置の発動における取締役会による判断が恣意的に行われないことを担保する

ための仕組みの確保 

ア．独立委員会の設置 

当社は、本プランにおいて、当社取締役会の判断の合理性及び公正性を担保する

ため、当社取締役会から独立した組織として、独立委員会を設置することとしてい

ます。これにより、当社取締役会による本プランの運用及び対抗措置の発動が恣意

的に行われないことを担保するための仕組みが確保されています。 

 

イ．取締役会における全会一致の決議 

大量買付者が大量買付ルールを遵守していない場合を含め、当社取締役会が対抗

措置の発動を決議する場合には、社外取締役を含む取締役全員が出席する当社取締

役会において、全会一致により行うこととされており、対抗措置の発動における当

社取締役会による判断が恣意的に行われないことを担保するための仕組みが確保さ

れています。 

 

ウ．ガイドラインの制定 

当社は、本プランの運用における取締役会の判断の恣意性を排除し、本プランの

運用の合理性を確保することを目的として、本プランの運用に関して取締役会が準

拠すべき手続等を定めたガイドラインを制定しています。ガイドラインの制定によ

り、大量買付ルールの適用、対抗措置の発動または不発動等に関する取締役会の判

断の客観性が高まり、本プランの運用につき十分な合理性が確保されることになり

ます。ガイドラインの骨子につきましては、別紙 3をご参照ください。 

 

(5) 合理的かつ客観的な対抗措置の発動要件の設定 

本プランは、合理的かつ客観的な要件が充足されない限りは、対抗措置が発動されな

いように設定されており、当社取締役会による対抗措置の発動が恣意的に行われないこ

とを担保するための仕組みが確保されています。なお、当社取締役会の判断によって対

抗措置を発動できるのは、大量買付者が大量買付ルールを遵守しない場合、または、大

量買付者による大量買付行為が上記 2.(4)ア.の類型に該当し、当社の企業価値ひいては

株主の皆様の共同の利益を著しく損なうものであると合理的に認められる場合に限定さ

れています。 

 

(6) デッドハンド型及びスローハンド型買収防衛策ではないこと 

本プランは、当社取締役会の決議によりいつでも廃止することができるものであり、

いわゆるデッドハンド型の買収防衛策（取締役会の構成員の過半数を交代させてもなお、

発動を阻止できない買収防衛策）ではありません。 

 

また、当社取締役の任期は選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関

する定時株主総会の終結の時までとなっており（当社定款第 21 条第 1項）、いわゆるス

ローハンド型の買収防衛策（取締役会の構成員の交代を一度に行うことができないため、

その発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策）ではありません。 
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別紙 1 

大株主の状況 

 

 

2020年 3月 31日現在の当社の大株主の状況は、次のとおりです。 

株主名 
持株数 

（千株） 

持株比率 

（％） 

日本ﾏｽﾀｰﾄﾗｽﾄ信託銀行株式会社(信託口) 48,828 9.42 

日本ﾄﾗｽﾃｨ･ｻｰﾋﾞｽ信託銀行株式会社(信託口) 31,155 6.01 

明治安田生命保険相互会社 27,626 5.33 

日本生命保険相互会社 27,543 5.31 

富国生命保険相互会社 22,400 4.32 

株式会社みずほ銀行 18,211 3.51 

日本ﾏｽﾀｰﾄﾗｽﾄ信託銀行株式会社トヨタ自動車口 10,709 2.07 

トヨタ自動車株式会社 10,000 1.93 

日本精工取引先持株会 8,712 1.68 

ジェーピー モルガン チェース バンク 385151 7,838 1.51 

 

注 1：持株数は千株未満を切り捨てて表示しています。 

注 2：持株比率は自己株式（32,910,962株）を控除して計算しています。 

注 3：自己株式には、株式給付信託に係る信託口が所有する当社株式 5,733,708株を含めて

いません。 

 

 

 

ご参考（2020年 3月 31日現在） 

発行可能株式総数 1,700,000,000 株 

発行済株式の総数 518,357,142株 

株主数 47,268名 

注：発行済株式の総数は自己株式(32,910,962株)を除いています。 
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  別紙 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

取締役会による評価 

・大量買付行為についての評価・ 

 検討、大量買付者との交渉、取締 

 役会の意見形成、代替案立案 

・評価期間：最長60日間（対価を円貨

のみとする公開買付けによる全株

式の買付け）または最長90日間（そ

の他の大量買付行為）【注1】 

大量買付者の出現（株券等の20％以上を保有しようとする者） 

対抗措置発動 新株予約権無償割当て 

株主総会 

対抗措置発動（新株予約権無償割当て） 

の是非を決議 

対抗措置不発動 大量買付行為の開始 

当社取締役会→大量買付者 

本必要情報リスト交付 

10営業日以内 

大量買付者→当社代表執行役社長宛 

本必要情報の提供 

本プランに係る手続の流れの概要 

【注1】但し、独立委員会に対して諮問し、その勧告を最大限尊重した上で、社外取締役を含む当社取締役会の
全会一致の決議により、最長30日間延長される場合があります（延長は一度に限ります。）。 

【注2】当社取締役会は、次の場合には、対抗措置を発動することがあります。但し、この発動に係る決定は、
独立委員会に対して諮問し、その勧告を最大限尊重した上で、社外取締役を含む当社取締役会の全会一
致の決議によります。 
① 大量買付者が大量買付ルールを遵守しない場合 

② 大量買付行為がⅢ.2.(4)ア.記載の類型に該当し、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利
益を著しく損なうものであると合理的に認められる場合 

【注 1】及び【注 2】を除く当社取締役会の決議は、出席取締役の過半数の賛成によりなされます。 

本プランの運用に係る手続等については、別途ガイドラインを制定しています（別紙3ご参照）。 

大量買付者→当社代表執行役社長宛 

「意向表明書」提出 

大量買付ルールを遵守した場合 大量買付ルールを遵守しない場合 

取締役会 

 

対抗措置発動を諮問 

対抗措置発動（新株予約権無償

割当て）の是非を決議 

 
独立委員会の勧告を最大限尊重 

【注2】 

独
立
委
員
会 

諮問 

勧告 

可決 

(全会一致) 

否決 

否決 可決 

このフローチャートは、あくまで本プランの概要をわかりやすく説明するための参考とするために作成さ

れたものにすぎず、本プランの詳細については、本文をご参照ください。 

 

60日以内 

60日以内 
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別紙 3 

大量買付行為への対応に関するガイドライン骨子 

 

1. 目 的 

本ガイドラインは、本プランの運用に関して取締役会が準拠すべき手続等を定め、もっ

て本プランの運用における取締役会の判断の恣意性を排除し、本プランの運用の合理

性を確保することを目的とする。 

 

2. 独立委員会 

独立委員会は、取締役会の決議により設置する。独立委員会の委員に関する事項及び独

立委員会が従うべき手続その他の事項については、取締役会が別途定める独立委員会

規則で定めるものとする。 

 

3. 意向表明書の受領等 

取締役会は、意向表明書を受領した場合には、速やかに、意向表明書に記載すべき事項

が十分に記載されているかを客観的合理的に判断する。 

 

4. 本必要情報リストの作成、大量買付者からの情報の受領 

①取締役会は、本必要情報リストの作成に当たっては、大量買付行為の内容及び態様並び

に大量買付者の属性等に応じて、大量買付行為に応じるべきか否かの株主の判断及び大

量買付行為に対する取締役会の評価・検討・意見形成・協議・交渉・代替案作成のため

に必要かつ十分であるか否かという観点から、本必要情報の項目及び範囲を客観的合理

的に定める。 

②取締役会は、大量買付者から情報を受領した場合には、当該情報が本必要情報として十

分であるか否かを客観的合理的に判断する。 

 

5. 取締役会評価期間の設定 

取締役会は、情報提供要請期間が満了した日または本必要情報の提供が完了したと決

議した日の翌日から取締役会の評価・検討・意見形成・協議・交渉・代替案作成のため

に必要かつ十分であると客観的合理的に判断する範囲で、最長 60日間（対価を現金（円

貨）のみとする公開買付けによる当社全株式の買付けの場合）または最長 90日間（そ

の他の大量買付行為の場合）（いずれの場合も初日不算入）の取締役会評価期間を設定

する。但し、取締役会は、当初設定した取締役会評価期間内に取締役会としての意見を

取りまとめることができないことについてやむを得ない事由があると客観的合理的に

判断する場合には、独立委員会に対して、取締役会評価期間の延長の是非について諮問

し、その勧告を最大限尊重した上で、最長 30日間（初日不算入）の範囲内で客観的合

理的に必要な限度において取締役会評価期間の延長を決議する。 

 

6. 対抗措置の発動 

(1)大量買付者が大量買付ルールを遵守した場合の手続 

①取締役会は、大量買付行為の目的・方法等を総合的に考慮・検討の上、大量買付行為が

当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうおそれがあると客観的合理的

に判断する場合には、対抗措置の必要性・相当性その他対抗措置の適法性に関する事項

を総合的に考慮・検討の上、株主総会を開催し対抗措置を発動することの是非について

株主の判断に委ねるべきか否かを客観的合理的に判断し、決議する。 

②取締役会は、大量買付行為の目的・方法等を総合的に考慮・検討の上、大量買付行為が

濫用的買収類型（本プランⅢ.2.(4)ア.①乃至⑤参照）に該当し、大量買付行為が当社

の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうものであると客観的合理的に判断

する場合には、対抗措置の必要性・相当性その他対抗措置の適法性に関する事項を総合

的に考慮・検討の上、取締役会決議により対抗措置を発動すべきか否かを客観的合理的

に判断し、決議する。 
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(2)大量買付者が大量買付ルールに違反した場合の手続 

①取締役会は、違反の程度、大量買付行為が当社の企業価値ひいては株主共同の利益へ与

える影響等、対抗措置の必要性・相当性その他対抗措置の適法性に関する事項を総合的

に考慮・検討の上、取締役会決議により対抗措置を発動すべきか否かを客観的合理的に

判断し、決議する。 

②取締役会は、株主総会開催のための時間的猶予の有無、大量買付行為が当社の企業価値

ひいては株主共同の利益へ与える影響等、対抗措置の必要性・相当性その他対抗措置の

適法性に関する事項を総合的に考慮・検討の上、株主総会を開催し対抗措置を発動する

ことの是非について株主の判断に委ねるべきか否かを客観的合理的に判断し、決議す

る。 

 

(3)独立委員会に対する諮問及び独立委員会の勧告 

取締役会は、上記(1)及び(2)記載の対抗措置の発動に先立ち、独立委員会に対して対抗

措置の発動の是非について諮問し、独立委員会は、この諮問に基づき、必要に応じて外

部専門家等の助言を得た上で、取締役会に対して対抗措置の発動の是非について勧告

を行う。取締役会は、対抗措置を発動するか否かの判断に際して、独立委員会による勧

告を最大限尊重するものとする。但し、対抗措置の発動の是非について株主総会を招集

する場合には、当該株主総会の決議に従う。 

 

7. 判断・検討プロセス 

①各取締役は、本プランに係る手続において、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の

確保・向上という観点から、善管注意義務を尽くしてその職務を遂行するように努める。 

②本プランに係る手続における判断・検討の際には、取締役会は、当該判断・検討に必要

かつ十分な資料その他の情報の収集・調査を行い、それらの結果である客観的資料その

他の客観的な情報に基づいて判断するように努める。 

③取締役会は、本プランに係る手続において、別途の定めある場合のほか、必要に応じて

外部専門家等の助言を得る。 

④取締役会は、本プランに係る手続に関して決議を行うに際しては、当該決議について特

別の利害関係を有する取締役が存在しないことの確認をあらかじめ十分に行う。 
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別紙 4 

独立委員会規則の概要 

 

1. 独立委員会は、取締役会の決議により設置する。 

 

2. 独立委員会の委員（以下「委員」という。）は、3名以上とし、独立社外取締役の中か

ら取締役会が選任するものとする。 

 

3. 委員の任期は、取締役会がその者を委員に選任しその者が委員への就任を承諾した時

または本プランの導入の効力発生時のいずれか遅い時から、その後 1年以内に終了す

る事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。但し、取

締役会の決議により別段の定めをした場合は、この限りではない。 

 

4. 委員は、善良なる管理者の注意をもって、忠実に職務を遂行することを要し、その職

務遂行の客観性及び中立性に疑義を生ぜしめる一切の行為を行ってはならない。 

 

5. 独立委員会の招集は、各取締役または各委員が行うものとする。 

 

6. 各委員の互選により、独立委員会の議長 1名を選定するものとする。 

 

7. 独立委員会の決議は、原則として委員全員（但し、独立委員会の決議について特別の

利害関係を有する委員を除く。）が出席（電話会議システム、テレビ会議システム、

Web会議システムその他の出席者の音声が即時に他の出席者に伝わり、適時的確な意見

表明が互いにできる電磁的な方法による遠隔地からの出席を含む。）し、その過半数

をもってこれを行う。但し、やむを得ない事由（委員の重度の病気、交通機関の事

故、天災地変等の不可抗力等やむを得ない事情による場合に限る。）がある場合は、委

員の過半数が出席し、その過半数をもってこれを行う。 

 

8. 独立委員会は、以下の各号に記載される事項について審議の上決議し、その決議内容

を理由を付して取締役会に対して勧告する。取締役会は、独立委員会の勧告を最大限

尊重するものとする。但し、対抗措置の発動の是非について株主総会を招集する場合

には、当該株主総会の決議に従う。なお、取締役会は、本勧告と異なる判断をする場

合には、当該判断の内容及び当該判断に至った理由を株主及び投資家に対して説明す

るものとする。 

(1) 取締役会評価期間の延長の是非 

(2) 対抗措置の発動の是非 

(3) 発動した対抗措置の維持の是非 

(4) その他取締役会が判断すべき事項のうち、取締役会が任意に独立委員会に諮問 

   する事項 

 

9. 独立委員会は、取締役会より、取締役会が大量買付ルールに基づく手続の過程及び諮

問事項の検討に際して使用または検討した資料及び情報の全ての提供を受ける。 

 

10.独立委員会は、諮問事項の検討に際して必要となる資料及び情報を、当社の費用にお

いて自ら収集し、または取締役会に対して収集を要請することができる。また、独立

委員会は、取締役、執行役または従業員その他必要と認める者を独立委員会に出席さ

せ、必要な事項について説明を求めることができる。 

 

11.独立委員会は、取締役会から諮問された事項の検討を行うため、必要に応じて、外部

専門家等の助言を得ることができるものとする。かかる助言の取得に際して要した費

用は、原則として、全て当社が負担する。 
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別紙 5 

 

独立委員会委員の各候補者の氏名及び略歴 

 

【氏名】馬田 一（ばだ はじめ） 

1948年 10月 7日生 

【略歴】1973年 4月 川崎製鉄㈱(現ＪＦＥスチール㈱)入社 

2000年 6月 同社取締役 

2003年 4月 ＪＦＥスチール㈱専務執行役員 

2005年 4月 同社代表取締役社長(2010年 4月退任) 

2005年 6月 ＪＦＥホールディングス㈱取締役 

2010年 4月 同社代表取締役社長 

2015年 4月 同社取締役 

2015年 6月 同社相談役 

2018年 6月 当社取締役(現) 指名委員会委員 

2019年 6月 当社指名委員会委員長(現) 

ＪＦＥホールディングス㈱名誉顧問(現) 

 

重要な兼職の状況 

ＪＦＥホールディングス㈱名誉顧問、三井化学㈱社外取締役、 

アサガミ㈱社外監査役 

 

【氏名】望月 明美（もちづき あけみ） 

1954年 6月 10日生 

【略歴】1984年 10月 青山監査法人入所 

1988年 3月 公認会計士登録 

1996年 8月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 

2001年 6月 同監査法人社員(現パートナーに名称変更)(2018年 6月退任) 

2018年 7月 当社取締役(現) 監査委員会委員 

2019年 6月 当社監査委員会委員長(現) 

 

重要な兼職の状況 

明星監査法人社員、㈱ツムラ社外取締役 

 

【氏名】岩本 敏男（いわもと としお） 

1953年 1月 5日生 

【略歴】1976年 4月 日本電信電話公社(現日本電信電話㈱)入社 

2004年 6月 ㈱ＮＴＴデータ取締役 

2005年 6月 同社取締役執行役員 

2007年 6月 同社取締役常務執行役員 

2009年 6月 同社代表取締役副社長執行役員 

2012年 6月 同社代表取締役社長 

2018年 6月 同社相談役(現) 
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2019年 6月 当社取締役(現) 報酬委員会委員(現) 

 

重要な兼職の状況 

㈱ＮＴＴデータ相談役、㈱ＩＨＩ社外監査役、㈱大和証券グループ本社社外取締役

(2020年6月25日付就任予定) 

 

【氏名】藤田 能孝（ふじた よしたか） 

1952年 1月 27日生 

【略歴】1975年 4月 ㈱村田製作所入社 

1998年 6月 同社取締役 

2000年 6月 同社取締役執行役員 

2003年 6月 同社取締役上席常務執行役員 

2005年 6月 同社取締役専務執行役員 

2008年 6月 同社代表取締役副社長 

2017年 6月 同社取締役副会長 

2019年 6月 当社取締役(現) 指名委員会委員(現) 

㈱村田製作所常任顧問(現) 

 

重要な兼職の状況 

㈱村田製作所常任顧問 

 

【氏名】永濱 光弘（ながはま みつひろ） 

1953年 10月 24日生 

【略歴】1976年 4月 ㈱富士銀行入行 

2002年 4月 ㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行)米州非日系営業第

二部長 

2003年 3月 同行執行役員大手町営業第六部長兼大手町営業第七部長 

2005年 4月 同行常務執行役員営業担当役員 

2006年 3月 同行常務執行役員 米州地域統括役員 

2010年 4月 同行取締役副頭取兼米州地域統括役員(2013 年 4月退任) 

2013年 4月 みずほ証券㈱取締役会長兼米国みずほ証券会長 

2015年 4月 みずほ証券㈱常任顧問(2020年 3月退任) 

 

重要な兼職の状況 

㈱クラレ社外監査役、東京建物㈱社外取締役、アズビル㈱社外取締役 
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別紙 6 

本新株予約権の概要 

 

1. 本新株予約権の割当対象株主及びその発行条件 

当社取締役会または当社株主総会が別途定める一定の日（以下「割当期日」といいます。）

における当社の最終の株主名簿に記載または記録された株主に対し、その所有する当

社普通株式（但し、当社の所有する当社普通株式を除きます。）1 株につき 1 個の割合

で新たに払込みをさせないで本新株予約権を割り当てるものとします。 

 

2. 本新株予約権の目的となる株式の種類及び数 

本新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、本新株予約権の目的とな

る株式の総数は、割当期日における当社発行可能株式総数から当社普通株式の発行済

株式（当社の所有する当社普通株式を除きます。）の総数を減じた株式数を上限としま

す。本新株予約権 1個当たりの目的となる株式の数（以下「対象株式数」といいます。）

は、当社取締役会または当社株主総会が別途定める数とします。但し、当社が株式分割

または株式併合を行う場合は、所要の調整を行うものとします。 

 

3. 株主に割り当てる本新株予約権の総数 

本新株予約権の割当総数は、当社取締役会または当社株主総会が別途定める数としま

す。当社取締役会または当社株主総会は、複数回にわたり本新株予約権の割当てを行う

ことがあります。 

 

4. 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額（払込みをなすべき額） 

本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額（払込みをなすべき

額）は、1円以上で当社取締役会または当社株主総会が別途定める額とします。 

 

5. 本新株予約権の譲渡制限 

本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要します。 

 

6. 本新株予約権の行使条件 

①特定大量保有者（注 1）、②特定大量保有者の共同保有者、③特定大量買付者（注 2）、

④特定大量買付者の特別関係者、もしくは⑤これら①乃至④の者から本新株予約権を

当社取締役会の承認を得ることなく譲り受けもしくは承継した者、または、⑥これら①

乃至⑤に該当する者の関連者（注 3）（これらの者を総称して、以下「非適格者」とい

います。）は、本新株予約権を行使することができないものとします。なお、本新株予

約権の行使条件の詳細については、当社取締役会または当社株主総会において別途定

めるものとします。 

 

7. 当社による本新株予約権の取得の条件 

当社は、当社取締役会または当社株主総会が別途定める日において、非適格者以外の者

が所有する本新株予約権を取得し、これと引替えに本新株予約権 1 個につき対象株式

数の当社の普通株式を交付することができるものとします。なお、非適格者が有する本

新株予約権の取得の対価として、金銭等の経済的利益を交付することは想定しており

ません。本新株予約権の取得条件の詳細については、当社取締役会または当社株主総会

において別途定めるものとします。 

 

8. 本新株予約権の行使期間等 

本新株予約権の行使期間その他必要な事項については、当社取締役会または当社株主

総会において別途定めるものとします。 
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注 1：当社が発行者である株券等の保有者で、当該株券等に係る株券等保有割合が 20％以上

である者、または、これに該当することとなると当社取締役会が認める者をいいます。

但し、その者が当社の株券等を取得・保有することが当社の企業価値ひいては株主の

皆様の共同の利益に反しないと当社取締役会が認めた者その他本新株予約権無償割

当て決議において当社取締役会が別途定める者は、これに該当しないこととします。 

 

 

注 2：公開買付けによって当社が発行者である株券等（金融商品取引法第 27 条の 2 第 1 項

に規定する株券等を意味します。以下本注において同じとします。）の買付け等を行

う旨の公告を行った者で、当該買付け等の後におけるその者の所有（これに準ずるも

のとして金融商品取引法施行令第 7 条第 1 項に定めるものを含みます。）に係る株券

等の株券等所有割合がその者の特別関係者の株券等所有割合と合計して 20％以上と

なる者、または、これに該当することとなると当社取締役会が認める者をいいます。

但し、その者が当社の株券等を取得・保有することが当社の企業価値ひいては株主の

皆様の共同の利益に反しないと当社取締役会が認めた者その他本新株予約権無償割

当て決議において当社取締役会が別途定める者は、これに該当しないこととします。 

 

 

注 3：ある者の「関連者」とは、実質的にその者を支配し、その者に支配されもしくはその

者と共通の支配下にある者（当社取締役会がこれらに該当すると認めた者を含みま

す。）、またはその者と協調して行動する者として当社取締役会が認めた者をいいます。

なお、「支配」とは、他の会社等の「財務及び事業の方針の決定を支配している場合」

（会社法施行規則第 3 条第 3項に規定されます。）をいいます。 

 

以 上 

 

＜ご参考＞ 

本プレスリリースにつきましては、当社ウェブサイトにおいて、英語訳文を掲載してい

ます。 

英語訳文は、あくまで便宜のためのみに作成されたものであり、当社は、英語訳文の内

容が日本語文の訳文として完全であることや正確であることを何ら表明・保証するもの

ではなく、また、英語訳文は何らかの判断の根拠にして頂くために作成されたものでもあ

りません。 

なお、日本語文と英語訳文との間に何らかの差異が存在する場合には、日本語文が優先

するものとします。また、英語訳文は、当社の株式の購入または売却を勧誘または推奨す

るために作成されたものでは一切ないことに、ご留意ください。 

 

（当社ウェブサイト：https://www.nsk.com/investors/） 
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